
議案第４２号 

 

 

    

 

   区議会提出議案に関する意見聴取 

   （幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年５月２６日 

 

 

 

（提出者）        

世田谷区教育委員会 

教育長 知久 孝之 

 

 

 

（提案説明） 

 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の議案提

出に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき区長から意見を求

められたため、本案を提出する。 
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－1－ 

議案第  号 

   幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和７年６月３日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 子育て部分休暇に係る規定を改める必要があるので、本案を提出する。  
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－2－ 

   幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１２年３月世田谷区

条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第１８条の３第１項中「規則」を「教育委員会規則」に、「一部」を「全部又は一

部」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 
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1/1 

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 ○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

平成12年３月13日条例第21号 平成12年３月13日条例第21号 

（子育て部分休暇） （子育て部分休暇） 

第18条の３ 教育委員会は、職員（育児短時間勤務職員等を除く。）が

満６歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から満12歳に達する

日以後の最初の３月31日までの間にある当該職員の子その他教育委

員会規則で定める子を養育するため、１日の勤務時間の全部又は一

部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休

暇として、子育て部分休暇を承認するものとする。 

第18条の３ 教育委員会は、職員（育児短時間勤務職員等を除く。）が

満６歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から満12歳に達する

日以後の最初の３月31日までの間にある当該職員の子その他規則で

定める子を養育するため、１日の勤務時間の一部につき勤務しない

ことが相当であると認められる場合における休暇として、子育て部

分休暇を承認するものとする。 

２ 省略 ２ 省略 

附 則（令和 年 月 日条例第 号）  

 この条例は、令和７年10月１日から施行する。  
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